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認
可
保
育
園
等
の

第
2
子
保
育
料
を
無
償
化

　
₁₀
月
か
ら
認
可
保
育
園
等
（
認
可

保
育
園
、
認
定
こ
ど
も
園
、
小
規
模

認
可
保
育
園
、
居
宅
訪
問
型
保
育
）

に
通
う
第
₂
子
の
保
育
料
を
無
償
化

し
ま
す
。

﹇
対
象
﹈

　
保
護
者
と
生
計
を
一
に
す
る
子

（
小
学
生
等
を
含
む
）を
対
象
に
、
年

齢
の
高
い
順
に
数
え
て
₂
番
目
以
降

の
子
の
保
育
料
を
無
償
化
し
ま
す
。

※
延
長
保
育
料
は
か
か
り
ま
す
。

﹇
手
続
き
﹈

　
区
で
対
象
者
の
確
認
を
行
う
た
め
、

原
則
手
続
き
は
不
要
で
す
が
、
保
育

園
等
に
通
っ
て
い
る
児
童
よ
り
も
年

長
の
扶
養
す
る
児
童
等
が
区
外
や
区

内
の
別
世
帯
（
住
民
票
）
に
い
る
場

合
は
、
別
途
手
続
き
が
必
要
に
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
詳
細
は
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

認
可
外
保
育
施
設
等
の

利
用
料
の
補
助
上
限
額
を
拡
充

　
₁₀
月
か
ら
認
可
外
保
育
施
設
等
の

利
用
料
の
補
助
上
限
額
を
下
表
の
と

お
り
拡
充
し
ま
す
。

﹇
対
象
﹈

○ 

第
₂
子
以
降
の
す
べ
て
の
年
齢

（
₀
〜
₅
歳
児
ク
ラ
ス
）

○ 

₀
〜
₂
歳
児
ク
ラ
ス
の
非
課
税
世

帯
お
よ
び
₃
〜
₅
歳
児
ク
ラ
ス
の

第
₁
子

﹇
多
子
カ
ウ
ン
ト
方
法
の
変
更
﹈

　
保
護
者
と
生
計
を
一
に
す
る
子

（
小
学
生
等
を
含
む
）を
対
象
に
、
年

齢
の
高
い
順
に
第
₁
子
、
第
₂
子
、

第
₃
子
以
降
と
数
え
ま
す
。

　
支
給
要
件
や
補
助
対
象
施
設
等
に

変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。
詳
細
は
区
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問▢
﹇
認
可
保
育
園
等
に
関
す
る
こ

と
﹈

保
育
課
入
園
係

 

☎（
3
6
4
7
）4
9
3
4

 

℻（
3
6
4
7
）9
2
9
0

﹇
認
可
外
保
育
施
設
等
に
関
す
る
こ

と
﹈

保
育
課
保
育
支
援
係

 

☎（
3
6
4
7
）9
0
8
4

 

℻（
3
6
4
7
）8
4
4
7

令和5年10月からの利用料の補助上限額
＜0～2歳児クラス＞
住民税
所得割額 住民税非課税 75,000円未満 75,000円～

215,000円未満
215,000円～
397,000円未満

397,000円
以上

第1子
67,000円

30,000円 20,000円 10,000円 0円
第2子 67,000円第3子以降
＜3～5歳児クラス＞
住民税
所得割額 住民税非課税 75,000円未満 75,000円～

215,000円未満
215,000円～
397,000円未満

397,000円
以上

第1子
57,000円第2子

第3子以降
※支給要件や補助対象施設等に変更はありません。

　
児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶
養

手
当
の
令
和
₅
年
度
現
況
届
を
次
の

と
お
り
受
け
付
け
ま
す
。
対
象
と
な

る
方
に
は
₈
月
初
旬
に
現
況
届
を
送

付
し
ま
す
。
内
容
を
確
認
の
う
え
、

提
出
期
限
内
に
必
ず
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。
現
況
届
の
提
出
が
な
い
と
、

児
童
扶
養
手
当
は
₁
月
期
（
₁₁
〜
₁₂

月
分
）、
特
別
児
童
扶
養
手
当
は
₁₂

月
期
（
₈
〜
₁₁
月
分
）
以
降
の
手
当

を
受
給
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し

て
か
ら
₅
年
目
以
降
の
方
は
、
一
部

支
給
停
止
適
用
除
外
事
由
届
出
書
と

各
種
証
明
書
類
の
提
出
も
必
要
で
す
。

対
象
と
な
る
方
に
は
₇
月
初
旬
に
届

出
書
を
送
付
し
て
い
ま
す
の
で
、
内

容
を
ご
確
認
の
う
え
、
現
況
届
と
一

緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
一
部
支

給
停
止
適
用
除
外
事
由
届
出
書
の
提

出
が
な
い
と
、
₁
月
期
以
降
の
手
当

額
が
₂
分
の
₁
に
減
額
さ
れ
ま
す
。

児
童
扶
養
手
当

﹇
提
出
書
類
﹈①
児
童
扶
養
手
当
現
況

届
②
養
育
費
に
関
す
る
申
告
書
③
一

部
支
給
停
止
適
用
除
外
事
由
届
出
書

と
該
当
す
る
証
明
書
類
④
そ
の
他
、

同
封
の
お
知
ら
せ
で
指
定
し
た
も
の

※
③
・
④
は
対
象
の
方
の
み

﹇
提
出
方
法
﹈現
況
届
に
必
要
事
項
を

記
入
し
、
〒
１３５
―
８３８３
区
役
所
こ
ど
も

家
庭
支
援
課
給
付
係
へ
郵
送

※
窓
口
は
大
変
混
み
合
う
こ
と
が
予

想
さ
れ
ま
す
の
で
、
郵
送
に
よ
る
提

出
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

特
別
児
童
扶
養
手
当

﹇
提
出
書
類
﹈特
別
児
童
扶
養
手
当
の

所
得
状
況
届
（
現
況
届
）、
そ
の
他
、

各
受
給
者
あ
て
に
お
送
り
す
る
お
知

ら
せ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問▢
東
京
都
総
合
防
災
部

 

☎（
5
3
8
8
）2
3
4
5

　
　
防
災
課
防
災
計
画
係

 

☎（
3
6
4
7
）9
5
8
4

 

℻（
3
6
4
7
）8
4
4
0

　
東
京
都
は
、
区
と
連
携
し
て
、
江

東
₅
区
（
墨
田
区
・
江
東
区
・
葛
飾

区
・
足
立
区
・
江
戸
川
区
）
の
特
に

水
害
リ
ス
ク
の
高
い
地
域
の
皆
さ
ん

を
対
象
に
、「
ど
の
よ
う
な
水
害
リ

ス
ク
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
か
」「
い

ざ
と
い
う
時
に
ど
の
よ
う
な
避
難
行

動
を
と
る
べ
き
な
の
か
」
を
考
え
て

い
た
だ
く
き
っ
か
け
を
つ
く
る
た
め
、

住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
た
世
帯

主
あ
て
に
「
我
が
家
の
水
害
リ
ス
ク

診
断
書
」
を
送
付
し
ま
す
。

　
こ
れ
は
、
住
所
ご
と
に
水
害
の
リ

ス
ク
を
判
定
し
、
そ
の
結
果
と
推
奨

さ
れ
る
避
難
行
動
に
つ
い
て
示
し
た

大
切
な
お
知
ら
せ
で
す
。

　
配
布
対
象
の
世
帯
に
は
、
水
色
の

封
筒
で
Ａ
₃
二
つ
折
り
の
診
断
書
が

届
き
ま
す
。
診
断
書
が
届
い
た
ら
、

内
容
を
確
認
し
て
平
時
か
ら
水
害
へ

の
備
え
や
避
難
行
動
に
つ
い
て
考
え

て
み
ま
し
ょ
う
。

※
診
断
書
の
内
容
は
、
お
住
ま
い
ご

と
に
異
な
り
ま
す
。

﹇
配
布
対
象
地
域
﹈

　
江
東
区
洪
水
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
上

で
浸
水
深
の
想
定
が
₅
ｍ
以
上
の
地

域
を
含
む
町
丁
目
等

﹇
配
布
時
期
﹈

　
₈
〜
₉
月
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

配
布
対
象
地
域
の
発
送
日
（
町
丁
目

ご
と
）
が
確
定
し
ま
し
た
ら
、
東
京

都
防
災
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

※
チ
ャ
ッ
ト
ボ
ッ
ト
で
も
ご
質
問
に

お
答
え
し
ま
す
。

▲ 東京都防災
ホームペー
ジ

▲封筒イメージ ▲水害リスク診断書イメージ

　
昭
和
₂₀
年
₃
月
₉
日
か
ら
₁₀
日
に

か
け
て
の
東
京
大
空
襲
で
多
く
の
尊

い
生
命
を
失
っ
た
江
東
区
で
は
、
二

度
と
戦
争
の
惨
禍
を
繰
り
返
さ
な
い

よ
う
に
と
い
う
区
民
の
平
和
へ
の
強

い
願
い
と
真
摯
な
気
持
ち
を
込
め
、

昭
和
₆₁
年
₁₂
月
₁₃
日
に
「
江
東
区
平

和
都
市
宣
言
」
を
行
い
ま
し
た
（
全

文
は
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
）。

　
区
で
は
、
区
民
の
皆
さ
ん
が
あ
ら

た
め
て
平
和
の
尊
さ
を
考
え
る
き
っ

か
け
と
な
る
よ
う
、
毎
年
、
平
和
祈

念
パ
ネ
ル
展
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

今
年
も
東
京
大
空
襲
の
写
真
、
学
童

集
団
疎
開
を
し
た
こ
ど
も
た
ち
の
写

真
な
ど
を
展
示
し
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ

ご
覧
く
だ
さ
い
。

時▢
﹇
前
期
﹈₈
月
₁₀
日
（
木
）
〜
₁₅

日（
火
）午
前
₉
時
〜
午
後
₉
時（
初

日
は
午
後
₁
時
か
ら
）

﹇
後
期
﹈₈
月
₁₆
日
（
水
）
〜
₂₂
日

（
火
）
午
前
₉
時
〜
午
後
₉
時
（
初
日

は
午
後
₄
時
か
ら
、
最
終
日
は
午
後

₁
時
ま
で
）

場▢
﹇
前
期
﹈砂
町
文
化
セ
ン
タ
ー
₂

階
展
示
ロ
ビ
ー（
北
砂
₅
―
₁
―
₇
）

﹇
後
期
﹈江
東
区
文
化
セ
ン
タ
ー
₂
階

展
示
ロ
ビ
ー
（
東
陽
₄
―
₁₁
―
₃
）

原
爆
死
没
者
の
慰
霊
な
ら
び
に

平
和
祈
念
の
黙
と
う

　
広
島
市
と
長
崎
市
で
は
、
原
爆
死

没
者
の
冥め

い

福ふ
く

と
世
界
恒
久
平
和
を
願

い
、
原
爆
が
投
下
さ
れ
た
時
刻
に
₁

分
間
の
黙
と
う
を
捧
げ
る
こ
と
と
し

て
い
ま
す
。

　
こ
の
趣
旨
を
ご
理
解
の
う
え
、
当

日
、
家
庭
や
職
場
、
そ
の
他
の
地
域

で
も
黙
と
う
を
お
願
い
し
ま
す
。

﹇
原
爆
が
投
下
さ
れ
た
日
時
﹈

○
広
島
＝ 

昭
和
₂₀
年
₈
月
₆
日

　

午
前
₈
時
₁₅
分

○
長
崎
＝ 

昭
和
₂₀
年
₈
月
₉
日

　

午
前
₁₁
時
₂
分

問▢
総
務
課
総
務
係

 

☎（
3
6
4
7
）4
0
2
0

 

℻（
3
6
9
9
）8
7
7
3

原
爆
死
没
者
の

無
縁
遺
骨
名
簿
の
閲
覧

　
ま
だ
引
き
取
ら
れ
て
い
な
い
原
爆

死
没
者
の
遺
骨
の
う
ち
、
氏
名
に
手

が
か
り
の
あ
る
遺
骨
の
名
簿
が
広
島

市
と
長
崎
市
か
ら
届
い
て
い
ま
す
。

　
心
当
た
り
の
あ
る
方
は
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

問▢
広
報
広
聴
課
広
聴
相
談
係
（
区

役
所
₂
階
₂₂
番
）

 

☎（
3
6
4
7
）2
3
6
4

 

℻（
3
6
4
7
）9
6
3
5

﹇
提
出
方
法
﹈所
得
状
況
届
（
現
況

届
）
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
〒
１３５

―
８３８３
区
役
所
こ
ど
も
家
庭
支
援
課
給

付
係
へ
郵
送

※
い
ず
れ
も

﹇
提
出
期
限
﹈₈
月
₃₁
日
（
木
）
必
着

問▢
こ
ど
も
家
庭
支
援
課
給
付
係

 
☎（
3
6
4
7
）4
7
5
4

 
℻（
3
6
4
7
）9
1
9
6


